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5月23日、私が理事を務める日本キャプティブ協議会主催
で「再保険市場とキャプティブ活用について」をテーマにパ
ネルディスカッション形式でセミナーを行いました。

再保険更改が終わって間もない時期であり、企業保険の条
件が厳しくなっていると言われている現状を踏まえ、元受
保険会社、再保険会社、ブローカーの異なった立場の方に
ご登壇いただき、私、荒木がモデレーターとしてご意見を伺
いました。

日本の保険市場には今までもいくつかの転換点がありまし
た。現在も重要な転換点と言えます。再保険更改を振り返
りながら、企業側がとるべき姿勢を示唆し、キャプティブ活
用が一つの有効な手段であるとお話しいただきました。

今回はセミナーの内容を簡単にまとめ、ご報告します。
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４月1日の再保険
更改の結果

ソフトなマーケットだったと皆さんコメントされま
した。
２月にロサンゼルスで大規模な山火事があり影響
が懸念されましたが、結局穏やかな更改となった
ようです。
１月に欧米でも更改はソフトであったと伝えられま
したが、４月はそれよりもソフト化した印象です。

理由はここ２年ほど再保険会社の好決算、再々保
険の料率の値下がり、また円安により、円建てで提
供できるキャパシティが増えたことなどによると言
われています。

また、日本の保険会社は再保険会社との今までの
関係性を重視した再保険更改を行うとされてきま
したが、データを精査した、よりアンダーライティン
グ面を重視した更改になってきているようです。契
約によっては保有を大幅に増やすなど再保険スキ
ームの変更も見られたようです。

日本の企業保険は企業側が保有する免責額が少
なく、保険料率水準も他国の保険市場に比べて低
いと言われています。

火災保険の再保険契約で見てみると20年ほど前
までは日本の再保険契約はリザルトが良く、安定
している為引き受け手が多い状態でした。しかしな
がら、大口ロスの増加や相次ぐ自然災害などから、
最近では支払い限度額を設定しないと手配が難
しい状況になってきているようです。

リザルトが悪かった要因の一つは住宅ローンなど
にあわせた火災保険の長期契約です。長期間固定
料率でしかも割引も設定されている為、現在の自
然災害の甚大化、頻度に見合った料率とは言えな
いようです。しかし、この契約は近年満期を迎えて
おり、長期契約の弊害が解消されてきています。

もう一つは、雹による損害です。自動車保険の損害
にもなっていますが、３０年事故がなかった雹によ
る損害額がここ数年連続して大きくなっているよ
うです。これは明らかに気候変動の影響であると
考えられます。

日本の保険市場の変化



補償内容

通院・入院・手術の三大補償をそれぞれ年間、もし
くは一日あたりの支払限度額を上限として提供し
ています。また、ほとんどの保険会社は補償割合を
設定しており、実際にかかった費用に補償割合を
掛け合わせた金額を保険金として支払っています。
ほとんどの商品は補償割合が50%もしくは70%
で設定されています。

我々の医療費は保険診療であれば医療費は規定
されており、健康保険制度も整っていますが、利用
される医療機関により費用が異なるペット保険の
場合には比較的高い自己負担額を求めています。
保険金請求に伴うモラルリスクを一定程度排除す
る意味もあるかと考えられます。

またブリーダーによる交配により、犬種によって特
有の疾患が予想されています。保険料水準を抑え
るために、このような先天性の病気、症状は補償
対象から外されています。それ以外にも各社補償
対象から外す疾患を細かく指定するなど、リザルト
を一定水準に保つための方策を取っています。

キャプティブ活用の可能性 来年度の更改に向けて

元受保険会社が特約再保険契約のリザルトを改
善しようとしている動きがあり、そのため企業向け
のキャパシティをしぼっているようです。企業によっ
ては保険料が確かに上がっています。解決策とし
て企業側が保有を増やすことは選択肢の一つであ
り、キャプティブはその手段の一つと言えます。

企業側にも変化があるようです。保険が買いづら
い現状から再保険にも興味を持たれる企業が出
てきています。
キャプティブ運営をすることにより、再保険市場の
動向に触れることができます。これは企業側にとっ
てメリットになるはずです。
再保険会社の中には特殊なリスク、ニッチな分野
を得意としている会社もあるので、その情報を使う
といった選択もあります。また多くの国のリスクを
引き受けている実績から保険条件だけでなく、リス
クマネジメントなどの情報の取得なども期待でき
ます。

活用の可能性は高まると思いますが、キャプティブ
は保険会社であり、リスクの選別、保有政策などの
判断ができないのであれば活用が難しいのではな
いでしょうか。これらをコンサルティング会社が行
ったとしても、それを解釈し、リスク管理を行う人
材、リスクマネージャが企業側に必要です。
リスクの選別、解釈が可能であればキャプティブ
は有効な手段だと考えられます。現在の日本の保
険市場の状況はキャプティブにとって追い風で、今
後活用事例が増えていくのではないでしょうか。

2025年の更改が終わって間もないのですが、次
年度の更改に向けての懸念事項などを伺いまし
た。

グローバルな自然災害。特に損害が甚大であれ
ば、その損害が再保険に与える影響がまずあげら
れます。再保険が発動するポイントが最近高くなっ
てきているので、一定規模の災害では再保険は影
響を受けないことも考えられます。
海水温などから2025年の気象変動が活発化す
る予想が出されているようで、今年後半の災害シ
ーズンにおける自然損害の発生が懸念されていま
す。

また二次災害である、Secondary perilの影響が
問題視されてきています。これはリスクモデルによ
る分析などが難しいことから、対応がこれからの課
題になりそうです。

自然災害に加えて地政学リスクがあります。
場合によっては、賠責、航空、海上、火災などすべて
の種目に影響を与える事故が発生する可能性も
否定できません。2001年に起こったアメリカ同時
多発テロ事件によりマーケットはパニック状態に
おちいりました。さらに現在では物理空間だけでな
く、サイバー空間の影響も考えられます。

最後に日本の再保険市場に関しての話題は大手
保険会社の合併です。マーケットの需給バランス
に大きな影響があるはずなので更改にあたえるイ
ンパクトが気になるところです。
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